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出雲市立佐田中学校 
 

１．いじめ問題についての基本的な考え方 

本校では、生徒一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め合

える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができるよう

にして、生徒が自己肯定感や自己有用感を育むようにする。そして、家庭・地域社会・関

係諸機関との連携のもと、仲間と共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める

ためにいじめの未然防止及び早期発見に取り組む。いじめのささいな兆候や懸念、生徒・

保護者からの訴えを特定の教職員が抱え込むことのないよう、組織として対応する。いじ

めを発見した場合は、適切かつ迅速に対応を行う。その際、いじめを受けたとされる生徒

を守り通すとともに、いじめを行ったとされる生徒への指導やいじめが起きた集団への

対応を行う。 

これらを組織的に対処するために学校いじめ防止基本方針を定める。 

 

２．いじめの定義（いじめ防止対策推進法第２条） 

 

 

 

 

 

 

３． いじめ問題対策組織 

（１）「校内いじめ防止対策（対応）委員会」の設置と構成員 

校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、人権・同和教育主任、いじめ対応 CＮ、不登 

校対策ＣＮ、該当生徒在籍学級担任、必要に応じてスクールカウンセラー（SC）、 

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）と連携。 

（２）「拡大いじめ防止対策（対応）委員会（いじめ重大事態発生時）」の設置と構成員 

   「校内いじめ防止対策（対応）委員会」の構成員、出雲市教育委員会担当者など、 

   校長が指名する者（「６．重大事態への対処」を参照のこと） 

 

４． いじめの未然防止・早期発見のための取組（居場所づくり・積極的な生徒指導） 

（１）「いじめを訴えやすい体制づくり」のために 

 ・生活ノート・生活アンケート（月１回・保護者アンケート学期１回） 

アンケートQU（年２回） 

  学級担任によって実態の把握、分析、対策の検討を行い、生徒の小さなサインを見逃さ 

ない。必要に応じて教育相談を行う。 

 ・教育相談担当教員、いじめ相談電話等の外部相談機関を紹介し、生徒が相談しやすい環 

境を整える。（いつでも・どこでも・誰にでも相談できる雰囲気づくり） 

（２）「情報を共有する」取組 

 ・職員会議で生徒指導に関わる情報交換、アンケートQU検討会を行う。 

（３）望ましい「集団づくり」のために 

 ・教職員と生徒、生徒と生徒の間に、心のつながりのある関係（リレーション）づくりを 

進めて自己有用感を育てる。（「だんだんタイム」の活用） 

 ・生徒会を中心に生徒が主体となった集団づくりの推進（生徒会キャンペーンの実践） 

 

 

「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒
等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ
ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒等
が心身の苦痛を感じているものをいう。 



（4）学校としての取組（生徒理解・集団づくり・授業づくり・連携づくり） 

・教職員は生徒と接する機会を多く持ち、話を聴き、思いを理解しながら生徒の良さや個 

性を伸ばす努力を行う。 

・職場体験やふるさと教育等の体験的な学習を通して、大人の生き方について学ばせ、 

「人間関係づくり」「情報活用能力」「将来設計能力」「自己決定力」の涵養を図る。 

・教師は生徒にとってわかる授業づくりを目指し、そのための授業改善を行う。 

・道徳の授業（考える・議論する）を充実させ、生徒に生き方について深く考えさせる。 

・生徒や保護者を対象に「インターネット上のいじめ」に関する研修会を実施する。 

（５）保護者や地域社会との連携 

・スポーツ少年団、民生委員、地域学校運営理事会と連携。 

・学校だよりや学校ホームページを活用して情報発信を行う。 

 

５． いじめに対する処置（いじめ事案への早期対応と再発防止） 

（１） 迅速な対応 

・いじめがあった場合、あるいは、いじめの疑いがあるとの情報があった場合は、正確な 

事実の把握に努め、問題の解消にむけた組織的な指導・支援体制で対応する。 

・いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するとともに、いじめを 

おこなった生徒から徹底して守り通すことを伝え、不安を除去する。 

・いじめを受けた生徒にとって信頼できる人と連携し、支援体制をつくる。 

・いじめを受けた生徒に対して「あなたの問題ではない」ということをはっきりと伝え、 

自尊感情を高めるように留意する。 

（２） 問題解決に向けた取組（「３いじめ問題対策組織」より構成員を検討） 

（３） いじめが起きた集団への対応 

・いじめを見ていた生徒に対して、自分の問題として捉えさせる。 

・学級等当該集団で話合いを行うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、当該 

集団から根絶しようという態度を行き渡らせる。  

・全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるよう 

に集団づくりをすすめるよう、教職員全体で支援する。（成長支援） 

 

６． 重大事態への対処 

（１）重大事態（国の基本方針 第二十八条より） 

 

 

 

 

 

（２）組織を「拡大いじめ対応委員会」に切り替え、早急な解決に向けた取り組みを行う。 

構成員は「いじめ防止対策委員会」に地域学校運営理事会理事長、出雲市教育委員会、 

PTA会長、学校医、民生委員・児童委員、佐田駐在所、（学校弁護士） 

 

７．いじめが「解消している」と判断できるための要件 

①いじめを受けた生徒に対する心理的または物理的な影響を与える行為（インターネッ 

トを通じて行われるものを含む）が 3カ月の期間を目安にやんでいる。 

②いじめを受けた生徒が心身の苦痛を受けていないこと。 

 ※いじめが解消している状態に至ったあとも日常的に注意深く観察を行う。 

 

①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた 
疑いがあると認めるとき。 

②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なく 
されている疑いがあると認めるとき。 


